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○

地
域
再
生
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
二
十
四
号
）
（
抄
）

（
地
域
再
生
計
画
の
認
定
）

第
五
条

地
方
公
共
団
体
は
、
単
独
で
又
は
共
同
し
て
、
地
域
再
生
基
本
方
針
に
基
づ
き
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
地
域
再
生
を
図
る
た
め
の
計
画
（
以

下
「
地
域
再
生
計
画
」
と
い
う
。
）
を
作
成
し
、
内
閣
総
理
大
臣
の
認
定
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

地
域
再
生
計
画
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

一

地
域
再
生
計
画
の
区
域

二

地
域
再
生
を
図
る
た
め
に
行
う
事
業
に
関
す
る
事
項

三

計
画
期
間

３

略

４

第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
～
四

略

五

次
に
掲
げ
る
地
域
に
お
い
て
、
本
店
又
は
主
た
る
事
務
所
そ
の
他
の
地
域
に
お
け
る
就
業
の
機
会
の
創
出
又
は
経
済
基
盤
の
強
化
に
資
す
る
も
の
と
し
て
内
閣
府
令

で
定
め
る
業
務
施
設
（
工
場
を
除
く
。
以
下
「
特
定
業
務
施
設
」
と
い
う
。
）
を
整
備
す
る
事
業
（
以
下
「
地
方
活
力
向
上
地
域
等
特
定
業
務
施
設
整
備
事
業
」
と
い

う
。
）
に
関
す
る
事
項

イ

地
方
活
力
向
上
地
域
（
産
業
及
び
人
口
の
過
度
の
集
中
を
防
止
す
る
必
要
が
あ
る
地
域
及
び
そ
の
周
辺
の
地
域
で
あ
っ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
（
以
下
こ
の
号
及

び
第
十
七
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
お
い
て
「
集
中
地
域
」
と
い
う
。
）
以
外
の
地
域
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
地
域
の
活
力
の
向
上
を
図
る
こ
と
が
特
に
必
要
な
地

域
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

ロ

準
地
方
活
力
向
上
地
域
（
集
中
地
域
の
う
ち
、
人
口
の
過
度
の
集
中
を
是
正
す
る
必
要
が
あ
る
地
域
及
び
そ
の
周
辺
の
地
域
で
あ
っ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
以
外

の
地
域
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
地
域
の
活
力
の
向
上
を
図
る
こ
と
が
特
に
必
要
な
地
域
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

六
～
十
五

略

５
～

略
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（
地
方
活
力
向
上
地
域
等
特
定
業
務
施
設
整
備
計
画
の
認
定
等
）

第
十
七
条
の
二

都
道
府
県
が
作
成
し
た
地
域
再
生
計
画
（
地
方
活
力
向
上
地
域
等
特
定
業
務
施
設
整
備
事
業
が
記
載
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
が
第
五
条
第
十
五
項
の

認
定
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
認
定
の
日
以
後
は
、
地
方
活
力
向
上
地
域
等
特
定
業
務
施
設
整
備
事
業
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の
を
実
施
す
る
個
人
事
業
者
又
は
法
人

は
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
地
方
活
力
向
上
地
域
等
特
定
業
務
施
設
整
備
事
業
の
実
施
に
関
す
る
計
画
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
地
方
活
力
向
上

地
域
等
特
定
業
務
施
設
整
備
計
画
」
と
い
う
。
）
を
作
成
し
、
当
該
地
方
活
力
向
上
地
域
等
特
定
業
務
施
設
整
備
計
画
が
適
当
で
あ
る
旨
の
認
定
地
方
公
共
団
体
で
あ
る

都
道
府
県
の
知
事
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
認
定
都
道
府
県
知
事
」
と
い
う
。
）
の
認
定
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

集
中
地
域
の
う
ち
特
定
業
務
施
設
の
集
積
の
程
度
が
著
し
く
高
い
地
域
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
か
ら
特
定
業
務
施
設
を
認
定
地
域
再
生
計
画
に
記
載
さ
れ
て
い

る
地
方
活
力
向
上
地
域
又
は
準
地
方
活
力
向
上
地
域
に
移
転
し
て
整
備
す
る
事
業

二

認
定
地
域
再
生
計
画
に
記
載
さ
れ
て
い
る
地
方
活
力
向
上
地
域
（
産
業
基
盤
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
そ
の
他
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
に
限

る
。
）
に
お
い
て
特
定
業
務
施
設
を
整
備
す
る
事
業
（
前
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

２

略

３

認
定
都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
地
方
活
力
向
上
地
域
等
特
定
業
務
施
設
整
備
計
画
が
次
に
掲
げ
る

基
準
に
適
合
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
認
定
を
す
る
も
の
と
す
る
。

一

認
定
地
域
再
生
計
画
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

常
時
雇
用
す
る
従
業
員
の
数
が
内
閣
府
令
で
定
め
る
数
以
上
で
あ
る
こ
と
そ
の
他
従
業
員
に
関
し
内
閣
府
令
で
定
め
る
要
件
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三

円
滑
か
つ
確
実
に
実
施
さ
れ
る
と
見
込
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

４

前
項
の
認
定
を
受
け
た
事
業
者
（
以
下
「
認
定
事
業
者
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
認
定
を
受
け
た
地
方
活
力
向
上
地
域
等
特
定
業
務
施
設
整
備
計
画
（
以
下
「
認
定

地
方
活
力
向
上
地
域
等
特
定
業
務
施
設
整
備
計
画
」
と
い
う
。
）
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
認
定
都
道
府
県
知
事
の
認
定
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
～
６

略
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（
認
定
事
業
者
に
対
す
る
地
方
税
の
課
税
免
除
又
は
不
均
一
課
税
に
伴
う
措
置
）

第
十
七
条
の
六

地
方
税
法
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
、
総
務
省
令
で
定
め
る
地
方
公
共
団
体
が
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
た
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
措
置
が
総
務

省
令
で
定
め
る
場
合
に
該
当
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
地
方
交
付
税
法
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
当
該
地
方
公
共
団
体
の
各
年
度
に
お
け
る
基
準
財
政
収
入
額

は
、
同
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
地
方
公
共
団
体
の
当
該
各
年
度
分
の
減
収
額
（
事
業
税
又
は
固
定
資
産
税
に
関
す
る
こ
れ
ら
の
措
置
に
よ
る
減
収
額
に
あ
っ
て

は
、
こ
れ
ら
の
措
置
が
さ
れ
た
最
初
の
年
度
以
降
三
箇
年
度
に
お
け
る
も
の
に
限
る
。
）
の
う
ち
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
を
同
条
の
規
定
に
よ

る
当
該
地
方
公
共
団
体
の
当
該
各
年
度
（
こ
れ
ら
の
措
置
が
総
務
省
令
で
定
め
る
日
以
後
に
お
い
て
行
わ
れ
た
と
き
は
、
当
該
減
収
額
に
つ
い
て
当
該
各
年
度
の
翌
年

度
）
に
お
け
る
基
準
財
政
収
入
額
と
な
る
べ
き
額
か
ら
控
除
し
た
額
と
す
る
。

一

認
定
地
域
再
生
計
画
に
記
載
さ
れ
て
い
る
地
方
活
力
向
上
地
域
又
は
準
地
方
活
力
向
上
地
域
内
に
お
い
て
認
定
地
方
活
力
向
上
地
域
等
特
定
業
務
施
設
整
備
計
画

（
第
十
七
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
業
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
従
っ
て
特
定
業
務
施
設
を
新
設
し
、
又
は
増
設
し
た
認
定
事
業
者
に
つ
い
て
、
当
該
特

定
業
務
施
設
に
係
る
事
業
に
対
す
る
事
業
税
、
当
該
特
定
業
務
施
設
の
用
に
供
す
る
建
物
若
し
く
は
そ
の
敷
地
で
あ
る
土
地
の
取
得
に
対
す
る
不
動
産
取
得
税
若
し
く

は
当
該
特
定
業
務
施
設
の
用
に
供
す
る
機
械
及
び
装
置
、
建
物
若
し
く
は
構
築
物
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
敷
地
で
あ
る
土
地
に
対
す
る
固
定
資
産
税
を
課
さ
な
い
こ
と
又

は
こ
れ
ら
の
地
方
税
に
係
る
不
均
一
の
課
税
を
す
る
こ
と
。

二

認
定
地
域
再
生
計
画
に
記
載
さ
れ
て
い
る
地
方
活
力
向
上
地
域
内
に
お
い
て
認
定
地
方
活
力
向
上
地
域
等
特
定
業
務
施
設
整
備
計
画
（
第
十
七
条
の
二
第
一
項
第

二
号
に
掲
げ
る
事
業
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
従
っ
て
特
定
業
務
施
設
を
新
設
し
、
又
は
増
設
し
た
認
定
事
業
者
に
つ
い
て
、
当
該
特
定
業
務
施
設
の
用
に
供
す

る
建
物
若
し
く
は
そ
の
敷
地
で
あ
る
土
地
の
取
得
に
対
す
る
不
動
産
取
得
税
又
は
当
該
特
定
業
務
施
設
の
用
に
供
す
る
機
械
及
び
装
置
、
建
物
若
し
く
は
構
築
物
若

し
く
は
こ
れ
ら
の
敷
地
で
あ
る
土
地
に
対
す
る
固
定
資
産
税
に
係
る
不
均
一
の
課
税
を
す
る
こ
と
。
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○

地
方
交
付
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
一
号
）
（
抄
）

（
基
準
財
政
収
入
額
の
算
定
方
法
）

第
十
四
条

基
準
財
政
収
入
額
は
、
道
府
県
に
あ
つ
て
は
基
準
税
率
を
も
つ
て
算
定
し
た
当
該
道
府
県
の
普
通
税(

法
定
外
普
通
税
を
除
く
。)

の
収
入
見
込
額(

利
子
割
の

収
入
見
込
額
に
つ
い
て
は
基
準
税
率
を
も
つ
て
算
定
し
た
当
該
道
府
県
の
利
子
割
の
収
入
見
込
額
か
ら
利
子
割
交
付
金
の
交
付
見
込
額
の
百
分
の
七
十
五
に
相
当
す
る
額

を
控
除
し
た
額
と
し
、
配
当
割
の
収
入
見
込
額
に
つ
い
て
は
基
準
税
率
を
も
つ
て
算
定
し
た
当
該
道
府
県
の
配
当
割
の
収
入
見
込
額
か
ら
地
方
税
法
第
七
十
一
条
の
四
十

七
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
に
対
し
交
付
す
る
も
の
と
さ
れ
る
配
当
割
に
係
る
交
付
金(

以
下
こ
の
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
「
配
当
割
交
付
金
」
と
い
う
。)

の
交
付
見
込

額
の
百
分
の
七
十
五
に
相
当
す
る
額
を
控
除
し
た
額
と
し
、
株
式
等
譲
渡
所
得
割
の
収
入
見
込
額
に
つ
い
て
は
基
準
税
率
を
も
つ
て
算
定
し
た
当
該
道
府
県
の
株
式
等
譲

渡
所
得
割
の
収
入
見
込
額
か
ら
同
法
第
七
十
一
条
の
六
十
七
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
に
対
し
交
付
す
る
も
の
と
さ
れ
る
株
式
等
譲
渡
所
得
割
に
係
る
交
付
金(

以
下
こ
の

項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
「
株
式
等
譲
渡
所
得
割
交
付
金
」
と
い
う
。)

の
交
付
見
込
額
の
百
分
の
七
十
五
に
相
当
す
る
額
を
控
除
し
た
額
と
し
、
地
方
消
費
税
の
収
入

見
込
額
に
つ
い
て
は
基
準
税
率
を
も
つ
て
算
定
し
た
当
該
道
府
県
の
地
方
消
費
税
の
収
入
見
込
額
か
ら
同
法
第
七
十
二
条
の
百
十
五
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
に
対
し
交
付

す
る
も
の
と
さ
れ
る
地
方
消
費
税
に
係
る
交
付
金(

以
下
こ
の
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
「
地
方
消
費
税
交
付
金
」
と
い
う
。)

の
交
付
見
込
額
の
百
分
の
七
十
五
に
相
当

す
る
額
を
控
除
し
た
額
と
し
、
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
の
収
入
見
込
額
に
つ
い
て
は
基
準
税
率
を
も
つ
て
算
定
し
た
当
該
道
府
県
の
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
の
収
入
見
込
額
か
ら
同

法
第
百
三
条
の
規
定
に
よ
り
ゴ
ル
フ
場
所
在
の
市
町
村
に
対
し
交
付
す
る
も
の
と
さ
れ
る
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
に
係
る
交
付
金(

以
下
こ
の
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
「
ゴ

ル
フ
場
利
用
税
交
付
金
」
と
い
う
。)

の
交
付
見
込
額
の
百
分
の
七
十
五
に
相
当
す
る
額
を
控
除
し
た
額
と
し
、
自
動
車
取
得
税
の
収
入
見
込
額
に
つ
い
て
は
基
準
税
率

を
も
つ
て
算
定
し
た
当
該
道
府
県
の
自
動
車
取
得
税
の
収
入
見
込
額
か
ら
同
法
第
百
四
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
に
交
付
す
る
も
の
と
さ
れ
る
自
動
車
取
得
税
に
係

る
交
付
金(

以
下
「
自
動
車
取
得
税
交
付
金
」
と
い
う
。)

の
交
付
見
込
額
の
百
分
の
七
十
五
に
相
当
す
る
額
を
控
除
し
た
額
と
し
、
道
路
法
第
七
条
第
三
項
の
市(

以
下

こ
の
項
に
お
い
て
「
指
定
市
」
と
い
う
。)

を
包
括
す
る
道
府
県
の
軽
油
引
取
税
の
収
入
見
込
額
に
つ
い
て
は
基
準
税
率
を
も
つ
て
算
定
し
た
当
該
道
府
県
の
軽
油
引
取

税
の
収
入
見
込
額
か
ら
地
方
税
法
第
百
四
十
四
条
の
六
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
市
に
対
し
交
付
す
る
も
の
と
さ
れ
る
軽
油
引
取
税
に
係
る
交
付
金(

以
下
こ
の
項

及
び
第
三
項
に
お
い
て
「
軽
油
引
取
税
交
付
金
」
と
い
う
。)

の
交
付
見
込
額
の
百
分
の
七
十
五
に
相
当
す
る
額
を
控
除
し
た
額
と
し
、
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す

る
等
の
法
律(

平
成
二
十
八
年
法
律
第
十
三
号)

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法(

以
下
こ
の
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
「
改
正
後
地
方
税
法
」
と
い
う
。)

第

百
四
十
五
条
第
一
号
に
規
定
す
る
環
境
性
能
割(

以
下
こ
の
項
及
び
第
三
項
の
表
道
府
県
の
項
第
九
号
の
二1

に
お
い
て
「
環
境
性
能
割
」
と
い
う
。)

の
収
入
見
込
額
に

つ
い
て
は
基
準
税
率
を
も
つ
て
算
定
し
た
当
該
道
府
県
の
環
境
性
能
割
の
収
入
見
込
額
か
ら
改
正
後
地
方
税
法
第
百
七
十
七
条
の
六
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
に
対
し
交
付

す
る
も
の
と
さ
れ
る
環
境
性
能
割
に
係
る
交
付
金(

以
下
こ
の
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
「
環
境
性
能
割
交
付
金
」
と
い
う
。)

の
交
付
見
込
額
の
百
分
の
七
十
五
に
相
当

す
る
額
を
控
除
し
た
額
と
す
る
。)

、
当
該
道
府
県
の
地
方
税
法
第
四
百
八
十
五
条
の
十
三
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
に
対
し
交
付
す
る
も
の
と
さ
れ
る
市
町
村
た
ば
こ



- 5 -

税
に
係
る
交
付
金(

以
下
こ
の
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
「
市
町
村
た
ば
こ
税
都
道
府
県
交
付
金
」
と
い
う
。)

の
収
入
見
込
額
の
百
分
の
七
十
五
の
額
、
当
該
道
府
県
の

地
方
揮
発
油
譲
与
税
、
石
油
ガ
ス
譲
与
税
、
自
動
車
重
量
譲
与
税
、
航
空
機
燃
料
譲
与
税
及
び
森
林
環
境
譲
与
税
の
収
入
見
込
額
並
び
に
基
準
率
を
も
つ
て
算
定
し
た
当

該
道
府
県
の
国
有
資
産
等
所
在
市
町
村
交
付
金
法(

昭
和
三
十
一
年
法
律
第
八
十
二
号)

第
十
四
条
第
一
項
の
国
有
資
産
等
所
在
都
道
府
県
交
付
金(

次
項
及
び
第
三
項
に

お
い
て
「
都
道
府
県
交
付
金
」
と
い
う
。)

の
収
入
見
込
額
の
合
算
額
、
市
町
村
に
あ
つ
て
は
基
準
税
率
を
も
つ
て
算
定
し
た
当
該
市
町
村
の
普
通
税(

法
定
外
普
通
税
を

除
く
。)

及
び
事
業
所
税
の
収
入
見
込
額(

市
町
村
た
ば
こ
税
の
収
入
見
込
額
に
つ
い
て
は
、
基
準
税
率
を
も
つ
て
算
定
し
た
当
該
市
町
村
の
市
町
村
た
ば
こ
税
の
収
入
見

込
額
か
ら
市
町
村
た
ば
こ
税
都
道
府
県
交
付
金
の
交
付
見
込
額
の
百
分
の
七
十
五
に
相
当
す
る
額
を
控
除
し
た
額
と
す
る
。)

、
当
該
市
町
村
の
利
子
割
交
付
金
の
収
入

見
込
額
の
百
分
の
七
十
五
の
額
、
当
該
市
町
村
の
配
当
割
交
付
金
の
収
入
見
込
額
の
百
分
の
七
十
五
の
額
、
当
該
市
町
村
の
株
式
等
譲
渡
所
得
割
交
付
金
の
収
入
見
込
額

の
百
分
の
七
十
五
の
額
、
当
該
市
町
村
の
地
方
消
費
税
交
付
金
の
収
入
見
込
額
の
百
分
の
七
十
五
の
額
、
当
該
市
町
村
の
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
交
付
金
の
収
入
見
込
額
の
百

分
の
七
十
五
の
額
、
当
該
市
町
村
の
自
動
車
取
得
税
交
付
金
の
収
入
見
込
額
の
百
分
の
七
十
五
の
額
、
当
該
市
町
村
の
環
境
性
能
割
交
付
金
の
収
入
見
込
額
の
百
分
の
七

十
五
の
額
、
当
該
市
町
村
の
地
方
揮
発
油
譲
与
税
、
特
別
と
ん
譲
与
税
、
自
動
車
重
量
譲
与
税
、
航
空
機
燃
料
譲
与
税
及
び
森
林
環
境
譲
与
税
の
収
入
見
込
額
並
び
に
基

準
率
を
も
つ
て
算
定
し
た
国
有
資
産
等
所
在
市
町
村
交
付
金
法
第
二
条
第
一
項
の
国
有
資
産
等
所
在
市
町
村
交
付
金(

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
市
町
村
交
付
金
」
と
い

う
。)

の
収
入
見
込
額
の
合
算
額(

指
定
市
に
つ
い
て
は
、
基
準
税
率
を
も
つ
て
算
定
し
た
当
該
指
定
市
の
普
通
税(

法
定
外
普
通
税
を
除
く
。)

及
び
事
業
所
税
の
収
入
見

込
額(

市
町
村
た
ば
こ
税
の
収
入
見
込
額
に
つ
い
て
は
、
基
準
税
率
を
も
つ
て
算
定
し
た
当
該
指
定
市
の
市
町
村
た
ば
こ
税
の
収
入
見
込
額
か
ら
市
町
村
た
ば
こ
税
都
道

府
県
交
付
金
の
交
付
見
込
額
の
百
分
の
七
十
五
に
相
当
す
る
額
を
控
除
し
た
額
と
す
る
。)

、
当
該
指
定
市
の
利
子
割
交
付
金
の
収
入
見
込
額
の
百
分
の
七
十
五
の
額
、

当
該
指
定
市
の
配
当
割
交
付
金
の
収
入
見
込
額
の
百
分
の
七
十
五
の
額
、
当
該
指
定
市
の
株
式
等
譲
渡
所
得
割
交
付
金
の
収
入
見
込
額
の
百
分
の
七
十
五
の
額
、
当
該
指

定
市
の
地
方
消
費
税
交
付
金
の
収
入
見
込
額
の
百
分
の
七
十
五
の
額
、
当
該
指
定
市
の
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
交
付
金
の
収
入
見
込
額
の
百
分
の
七
十
五
の
額
、
当
該
指
定
市

の
自
動
車
取
得
税
交
付
金
の
収
入
見
込
額
の
百
分
の
七
十
五
の
額
、
当
該
指
定
市
の
軽
油
引
取
税
交
付
金
の
収
入
見
込
額
の
百
分
の
七
十
五
の
額
、
当
該
指
定
市
の
環
境

性
能
割
交
付
金
の
収
入
見
込
額
の
百
分
の
七
十
五
の
額
、
当
該
指
定
市
の
地
方
揮
発
油
譲
与
税
、
特
別
と
ん
譲
与
税
、
石
油
ガ
ス
譲
与
税
、
自
動
車
重
量
譲
与
税
、
航
空

機
燃
料
譲
与
税
及
び
森
林
環
境
譲
与
税
の
収
入
見
込
額
並
び
に
基
準
率
を
も
つ
て
算
定
し
た
当
該
指
定
市
の
市
町
村
交
付
金
の
収
入
見
込
額
の
合
算
額)

と
す
る
。

２
～
３

略
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○

所
得
税
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
九
十
六
号
）
（
抄
）

(
減
価
償
却
資
産
の
範
囲)

第
六
条

法
第
二
条
第
一
項
第
十
九
号(

減
価
償
却
資
産
の
意
義)

に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
資
産
は
、
棚
卸
資
産
、
有
価
証
券
及
び
繰
延
資
産
以
外
の
資
産
の
う
ち
次

に
掲
げ
る
も
の(

時
の
経
過
に
よ
り
そ
の
価
値
の
減
少
し
な
い
も
の
を
除
く
。)

と
す
る
。

一

建
物
及
び
そ
の
附
属
設
備(

暖
冷
房
設
備
、
照
明
設
備
、
通
風
設
備
、
昇
降
機
そ
の
他
建
物
に
附
属
す
る
設
備
を
い
う
。)

二

構
築
物(

ド
ッ
ク
、
橋
、
岸
壁
、
桟
橋
、
軌
道
、
貯
水
池
、
坑
道
、
煙
突
そ
の
他
土
地
に
定
着
す
る
土
木
設
備
又
は
工
作
物
を
い
う
。)

三

機
械
及
び
装
置

四

船
舶

五

航
空
機

六

車
両
及
び
運
搬
具

七

工
具
、
器
具
及
び
備
品(

観
賞
用
、
興
行
用
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
用
に
供
す
る
生
物
を
含
む
。)

八
～
九

略
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○

法
人
税
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
九
十
七
号
）
（
抄
）

(
減
価
償
却
資
産
の
範
囲)

第
十
三
条

法
第
二
条
第
二
十
三
号(

減
価
償
却
資
産
の
意
義)

に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
資
産
は
、
棚
卸
資
産
、
有
価
証
券
及
び
繰
延
資
産
以
外
の
資
産
の
う
ち
次
に

掲
げ
る
も
の(
事
業
の
用
に
供
し
て
い
な
い
も
の
及
び
時
の
経
過
に
よ
り
そ
の
価
値
の
減
少
し
な
い
も
の
を
除
く
。)

と
す
る
。

一

建
物
及
び
そ
の
附
属
設
備(

暖
冷
房
設
備
、
照
明
設
備
、
通
風
設
備
、
昇
降
機
そ
の
他
建
物
に
附
属
す
る
設
備
を
い
う
。)

二

構
築
物(

ド
ッ
ク
、
橋
、
岸
壁
、
桟
橋
、
軌
道
、
貯
水
池
、
坑
道
、
煙
突
そ
の
他
土
地
に
定
着
す
る
土
木
設
備
又
は
工
作
物
を
い
う
。)

三

機
械
及
び
装
置

四

船
舶

五

航
空
機

六

車
両
及
び
運
搬
具

七

工
具
、
器
具
及
び
備
品(

観
賞
用
、
興
行
用
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
用
に
供
す
る
生
物
を
含
む
。)

第
六
条

法
第
二
条
第
一
項
第
十
九
号(

減
価
償
却
資
産
の
意

義)

に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
資
産
は
、
棚
卸
資
産
、
有
価
証
券
及
び
繰
延
資
産
以
外
の
資
産
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の(

時
の
経
過
に
よ
り
そ
の
価
値
の
減
少
し

な
い
も
の
を
除
く
。)

と
す
る
。

八
～
九

略
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○

租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
（
抄
）

（
試
験
研
究
を
行
つ
た
場
合
の
所
得
税
額
の
特
別
控
除
）

第
十
条

青
色
申
告
書
を
提
出
す
る
個
人
の
そ
の
年
分
（
事
業
を
廃
止
し
た
日
の
属
す
る
年
分
を
除
く
。
）
の
事
業
所
得
の
金
額
の
計
算
上
必
要
経
費
に
算
入
さ
れ
る
試

験
研
究
費
の
額
（
そ
の
試
験
研
究
費
に
充
て
る
た
め
他
の
者
（
当
該
個
人
が
非
居
住
者
で
あ
る
場
合
の
所
得
税
法
第
百
六
十
一
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
事
業
場

等
を
含
む
。
）
か
ら
支
払
を
受
け
る
金
額
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
金
額
を
控
除
し
た
金
額
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
年
分
の
総

所
得
金
額
に
係
る
所
得
税
の
額
か
ら
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
年
分
の
当
該
試
験
研
究
費
の
額
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号

に
定
め
る
割
合
（
そ
の
年
が
事
業
を
開
始
し
た
日
の
属
す
る
年
（
相
続
又
は
包
括
遺
贈
に
よ
り
当
該
事
業
を
承
継
し
た
日
の
属
す
る
年
を
除
く
。
）
で
あ
る
と
き
、
又

は
比
較
試
験
研
究
費
の
額
が
零
で
あ
る
と
き
は
、
百
分
の
八
・
五
）
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
税
額
控
除
限
度
額
」
と
い
う
。
）
を
控
除

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
税
額
控
除
限
度
額
が
、
当
該
個
人
の
そ
の
年
分
の
調
整
前
事
業
所
得
税
額
の
百
分
の
二
十
五
に
相
当
す
る
金
額
を
超
え
る
と
き

は
、
そ
の
控
除
を
受
け
る
金
額
は
、
当
該
百
分
の
二
十
五
に
相
当
す
る
金
額
を
限
度
と
す
る
。

一
～
三

略

２
～
６

略

７

こ
の
条
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
～
五

略

六

中
小
事
業
者

中
小
事
業
者
に
該
当
す
る
個
人
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。

七
～
八

略

８
～

略

11

(

試
験
研
究
を
行
つ
た
場
合
の
法
人
税
額
の
特
別
控
除)

第
四
十
二
条
の
四

青
色
申
告
書
を
提
出
す
る
法
人(

人
格
の
な
い
社
団
等
を
含
む
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。)

の
各
事
業
年
度(

解
散(

合
併
に
よ
る
解
散
を
除

く
。)

の
日
を
含
む
事
業
年
度
及
び
清
算
中
の
各
事
業
年
度
を
除
く
。)

に
お
い
て
、
当
該
事
業
年
度
の
所
得
の
金
額
の
計
算
上
損
金
の
額
に
算
入
さ
れ
る
試
験
研
究
費

の
額(

そ
の
試
験
研
究
費
に
充
て
る
た
め
他
の
者(

当
該
法
人
と
の
間
に
連
結
完
全
支
配
関
係
が
あ
る
他
の
連
結
法
人
及
び
当
該
法
人
が
外
国
法
人
で
あ
る
場
合
の
法
人

税
法
第
百
三
十
八
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
本
店
等
を
含
む
。)

か
ら
支
払
を
受
け
る
金
額
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
金
額
を
控
除
し
た
金
額
。
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
同
じ
。)

が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
法
人
の
当
該
事
業
年
度
の
所
得
に
対
す
る
調
整
前
法
人
税
額
か
ら
、
当
該
事
業
年
度
の
当
該
試
験
研
究
費
の
額
に
次
の
各
号
に
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掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合(

当
該
割
合
に
小
数
点
以
下
三
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
割
合
と
し
、
当
該
各
号
に
定

め
る
割
合
が
百
分
の
十
を
超
え
る
と
き
は
百
分
の
十
と
す
る
。)

を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額(

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
税
額
控
除
限
度
額
」
と
い
う
。)

を
控
除
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
税
額
控
除
限
度
額
が
、
当
該
法
人
の
当
該
事
業
年
度
の
所
得
に
対
す
る
調
整
前
法
人
税
額
の
百
分
の
二
十
五
に
相
当
す
る
金
額
を
超
え
る

と
き
は
、
そ
の
控
除
を
受
け
る
金
額
は
、
当
該
百
分
の
二
十
五
に
相
当
す
る
金
額
を
限
度
と
す
る
。

一
～
三

略

２
～
７

略

８

こ
の
条
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
～
六

略

七

中
小
企
業
者

中
小
企
業
者
に
該
当
す
る
法
人
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。

八
～
十
一

略

９
～

略

13

(

試
験
研
究
を
行
つ
た
場
合
の
法
人
税
額
の
特
別
控
除)

第
六
十
八
条
の
九

連
結
法
人
の
各
連
結
事
業
年
度(

そ
の
連
結
親
法
人
の
解
散(

合
併
に
よ
る
解
散
を
除
く
。)

の
日
を
含
む
連
結
事
業
年
度
を
除
く
。)

に
お
い
て
、
当

該
連
結
親
法
人
又
は
当
該
連
結
親
法
人
に
よ
る
連
結
完
全
支
配
関
係
に
あ
る
連
結
子
法
人
に
当
該
連
結
事
業
年
度
の
連
結
所
得
の
金
額
の
計
算
上
損
金
の
額
に
算
入
さ

れ
る
試
験
研
究
費
の
額(

そ
の
試
験
研
究
費
に
充
て
る
た
め
他
の
者(
当
該
連
結
親
法
人
又
は
そ
の
連
結
子
法
人
と
の
間
に
連
結
完
全
支
配
関
係
が
あ
る
他
の
連
結
法
人

を
含
む
。)

か
ら
支
払
を
受
け
る
金
額
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
金
額
を
控
除
し
た
金
額
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。)

が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
連
結
事
業
年
度

の
連
結
所
得
に
対
す
る
調
整
前
連
結
税
額
か
ら
、
当
該
連
結
親
法
人
及
び
そ
の
各
連
結
子
法
人
の
当
該
連
結
事
業
年
度
の
当
該
試
験
研
究
費
の
額
の
合
計
額
に
次
の
各

号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合(

当
該
割
合
に
小
数
点
以
下
三
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
割
合
と
し
、
当
該
各
号

に
定
め
る
割
合
が
百
分
の
十
を
超
え
る
と
き
は
百
分
の
十
と
す
る
。)

を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額(

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
税
額
控
除
限
度
額
」
と
い
う
。)

を
控
除
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
税
額
控
除
限
度
額
が
、
当
該
連
結
事
業
年
度
の
連
結
所
得
に
対
す
る
調
整
前
連
結
税
額
の
百
分
の
二
十
五
に
相
当
す
る
金
額
を
超
え

る
と
き
は
、
そ
の
控
除
を
受
け
る
金
額
は
、
当
該
百
分
の
二
十
五
に
相
当
す
る
金
額
を
限
度
と
す
る
。

一
～
三

略

２
～
７

略
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８

こ
の
条
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
～
五

略

六

中
小
連
結
法
人

中
小
企
業
者
に
該
当
す
る
連
結
法
人
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。

七
～
九

略

９
～

略

13
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○

租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
四
十
三
号
）
（
抄
）

（
試
験
研
究
を
行
つ
た
場
合
の
所
得
税
額
の
特
別
控
除
）

第
五
条
の
三

法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
控
除
を
す
べ
き
金
額
は
、
そ
の
年
分
の
所
得
税
法
第
九
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
課
税
総
所
得
金
額
に
係
る
所
得
税

額
か
ら
控
除
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
所
得
税
額
か
ら
控
除
を
す
べ
き
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
配
当
控
除
の
額
が
あ
る
と
き
は
、
ま
ず
当
該
配
当
控
除
の

額
を
控
除
し
、
次
に
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
控
除
を
す
べ
き
金
額
を
控
除
す
る
。

２
～
８

略

９

法
第
十
条
第
七
項
第
六
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
常
時
使
用
す
る
従
業
員
の
数
が
千
人
以
下
の
個
人
と
す
る
。

～

略

10

16
（
試
験
研
究
を
行
つ
た
場
合
の
法
人
税
額
の
特
別
控
除
）

第
二
十
七
条
の
四

法
第
四
十
二
条
の
四
第
七
項
第
一
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
金
額
は
、
当
該
事
業
年
度
の
所
得
の
金
額
の
計
算
上
損
金
の
額
に
算
入
さ
れ
る
同

項
に
規
定
す
る
特
別
試
験
研
究
費
の
額
の
う
ち
当
該
事
業
年
度
の
所
得
の
金
額
の
計
算
上
損
金
の
額
に
算
入
さ
れ
る
第
十
八
項
第
一
号
、
第
二
号
、
第
六
号
及
び
第
七

号
に
掲
げ
る
試
験
研
究
に
係
る
同
条
第
八
項
第
十
号
に
規
定
す
る
特
別
試
験
研
究
費
の
額
に
相
当
す
る
金
額(

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
別
試
験
研
究
機
関
等
研
究
費

の
額
」
と
い
う
。)

と
し
、
同
条
第
七
項
第
二
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
金
額
は
、
当
該
事
業
年
度
の
所
得
の
金
額
の
計
算
上
損
金
の
額
に
算
入
さ
れ
る
同
項
に
規

定
す
る
特
別
試
験
研
究
費
の
額(

当
該
特
別
試
験
研
究
機
関
等
研
究
費
の
額
を
除
く
。)

の
う
ち
当
該
事
業
年
度
の
所
得
の
金
額
の
計
算
上
損
金
の
額
に
算
入
さ
れ
る
第

十
八
項
第
三
号
及
び
第
九
号
に
掲
げ
る
試
験
研
究
に
係
る
同
条
第
八
項
第
十
号
に
規
定
す
る
特
別
試
験
研
究
費
の
額
に
相
当
す
る
金
額
と
す
る
。

２
～

略

11法
第
四
十
二
条
の
四
第
八
項
第
七
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
資
本
金
の
額
若
し
く
は
出
資
金
の
額
が
一
億
円
以
下
の
法
人
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
法
人

12
以
外
の
法
人
又
は
資
本
若
し
く
は
出
資
を
有
し
な
い
法
人
の
う
ち
常
時
使
用
す
る
従
業
員
の
数
が
千
人
以
下
の
法
人
と
す
る
。

一

そ
の
発
行
済
株
式
又
は
出
資(

そ
の
有
す
る
自
己
の
株
式
又
は
出
資
を
除
く
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。)

の
総
数
又
は
総
額
の
二
分
の
一
以
上
が
同
一
の
大
規
模
法

人(

資
本
金
の
額
若
し
く
は
出
資
金
の
額
が
一
億
円
を
超
え
る
法
人
、
資
本
若
し
く
は
出
資
を
有
し
な
い
法
人
の
う
ち
常
時
使
用
す
る
従
業
員
の
数
が
千
人
を
超
え
る

法
人
又
は
次
に
掲
げ
る
法
人
を
い
い
、
中
小
企
業
投
資
育
成
株
式
会
社
を
除
く
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。)

の
所
有
に
属
し
て
い
る
法
人

イ

大
法
人(

次
に
掲
げ
る
法
人
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。)

と
の
間
に
当
該
大
法
人
に
よ
る
完
全
支
配
関
係(

法
人
税
法
第
二
条
第
十
二
号
の
七
の
六
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に
規
定
す
る
完
全
支
配
関
係
を
い
う
。
ロ
に
お
い
て
同
じ
。)

が
あ
る
普
通
法
人

(

１)

資
本
金
の
額
又
は
出
資
金
の
額
が
五
億
円
以
上
で
あ
る
法
人

(
２)

保
険
業
法
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
相
互
会
社
及
び
同
条
第
十
項
に
規
定
す
る
外
国
相
互
会
社
の
う
ち
、
常
時
使
用
す
る
従
業
員
の
数
が
千
人
を
超
え

る
法
人

(

３)
法
人
税
法
第
四
条
の
七
に
規
定
す
る
受
託
法
人

ロ

普
通
法
人
と
の
間
に
完
全
支
配
関
係
が
あ
る
全
て
の
大
法
人
が
有
す
る
株
式(

投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
投
資
口

を
含
む
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。)

及
び
出
資
の
全
部
を
当
該
全
て
の
大
法
人
の
う
ち
い
ず
れ
か
一
の
法
人
が
有
す
る
も
の
と
み
な
し
た
場
合
に
お
い
て
当

該
い
ず
れ
か
一
の
法
人
と
当
該
普
通
法
人
と
の
間
に
当
該
い
ず
れ
か
一
の
法
人
に
よ
る
完
全
支
配
関
係
が
あ
る
こ
と
と
な
る
と
き
の
当
該
普
通
法
人(

イ
に
掲
げ
る

法
人
を
除
く
。)

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
そ
の
発
行
済
株
式
又
は
出
資
の
総
数
又
は
総
額
の
三
分
の
二
以
上
が
大
規
模
法
人
の
所
有
に
属
し
て
い
る
法
人
法

～

略

13

27
（
試
験
研
究
を
行
つ
た
場
合
の
法
人
税
額
の
特
別
控
除
）

第
三
十
九
条
の
三
十
九

法
第
六
十
八
条
の
九
第
七
項
第
一
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
金
額
は
、
当
該
連
結
事
業
年
度
の
連
結
所
得
の
金
額
の
計
算
上
損
金
の
額
に

算
入
さ
れ
る
当
該
連
結
親
法
人
及
び
そ
の
各
連
結
子
法
人
の
同
項
に
規
定
す
る
特
別
試
験
研
究
費
の
額
の
合
計
額
の
う
ち
当
該
連
結
事
業
年
度
の
連
結
所
得
の
金
額
の

計
算
上
損
金
の
額
に
算
入
さ
れ
る
当
該
連
結
親
法
人
及
び
そ
の
各
連
結
子
法
人
の
第
十
七
項
第
一
号
及
び
第
五
号
並
び
に
第
二
十
七
条
の
四
第
十
八
項
第
一
号
及
び
第

六
号
に
掲
げ
る
試
験
研
究
に
係
る
法
第
六
十
八
条
の
九
第
八
項
第
八
号
に
規
定
す
る
特
別
試
験
研
究
費
の
額
の
合
計
額
に
相
当
す
る
金
額(

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特

別
試
験
研
究
機
関
等
研
究
費
の
額
」
と
い
う
。)

と
し
、
同
条
第
七
項
第
二
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
金
額
は
、
当
該
連
結
事
業
年
度
の
連
結
所
得
の
金
額
の
計
算

上
損
金
の
額
に
算
入
さ
れ
る
当
該
連
結
親
法
人
及
び
そ
の
各
連
結
子
法
人
の
同
項
に
規
定
す
る
特
別
試
験
研
究
費
の
額
の
合
計
額(

当
該
特
別
試
験
研
究
機
関
等
研
究
費

の
額
を
除
く
。)

の
う
ち
当
該
連
結
事
業
年
度
の
連
結
所
得
の
金
額
の
計
算
上
損
金
の
額
に
算
入
さ
れ
る
当
該
連
結
親
法
人
及
び
そ
の
各
連
結
子
法
人
の
第
十
七
項
第
二

号
及
び
第
七
号
に
掲
げ
る
試
験
研
究
に
係
る
同
条
第
八
項
第
八
号
に
規
定
す
る
特
別
試
験
研
究
費
の
額
の
合
計
額
に
相
当
す
る
金
額
と
す
る
。

２
～
10法

第
六
十
八
条
の
九
第
八
項
第
六
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
連
結
親
法
人
が
次
に
掲
げ
る
法
人
で
あ
る
場
合
の
当
該
連
結
親
法
人
又
は
当
該
連
結
親

11
法
人
に
よ
る
連
結
完
全
支
配
関
係
に
あ
る
連
結
子
法
人(

資
本
金
の
額
又
は
出
資
金
の
額
が
一
億
円
以
下
の
も
の
に
限
る
。)

と
す
る
。
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一

資
本
金
の
額
又
は
出
資
金
の
額
が
一
億
円
以
下
の
法
人
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
法
人
以
外
の
法
人

イ

そ
の
発
行
済
株
式
又
は
出
資(

そ
の
有
す
る
自
己
の
株
式
又
は
出
資
を
除
く
。
ロ
に
お
い
て
同
じ
。)

の
総
数
又
は
総
額
の
二
分
の
一
以
上
が
同
一
の
大
規
模
法

人(
資
本
金
の
額
若
し
く
は
出
資
金
の
額
が
一
億
円
を
超
え
る
法
人
、
資
本
若
し
く
は
出
資
を
有
し
な
い
法
人
の
う
ち
常
時
使
用
す
る
従
業
員
の
数
が
千
人
を
超
え

る
法
人
又
は
次
に
掲
げ
る
法
人
を
い
い
、
中
小
企
業
投
資
育
成
株
式
会
社
を
除
く
。
ロ
に
お
い
て
同
じ
。)

の
所
有
に
属
し
て
い
る
法
人

(

１)
大
法
人(

第
二
十
七
条
の
四
第
十
二
項
第
一
号
イ

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
法
人
を
い
う
。
イ
に
お
い
て
同
じ
。)

と
の
間
に
当
該
大
法
人
に
よ
る
完
全
支

(1)

(3)

配
関
係(
法
人
税
法
第
二
条
第
十
二
号
の
七
の
六
に
規
定
す
る
完
全
支
配
関
係
を
い
う
。

に
お
い
て
同
じ
。)

が
あ
る
普
通
法
人

(2)

(

２)

普
通
法
人
と
の
間
に
完
全
支
配
関
係
が
あ
る
全
て
の
大
法
人
が
有
す
る
株
式
及
び
出
資
の
全
部
を
当
該
全
て
の
大
法
人
の
う
ち
い
ず
れ
か
一
の
法
人
が
有

す
る
も
の
と
み
な
し
た
場
合
に
お
い
て
当
該
い
ず
れ
か
一
の
法
人
と
当
該
普
通
法
人
と
の
間
に
当
該
い
ず
れ
か
一
の
法
人
に
よ
る
完
全
支
配
関
係
が
あ
る
こ

と
と
な
る
と
き
の
当
該
普
通
法
人(

に
掲
げ
る
法
人
を
除
く
。)

(1)

ロ

イ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
そ
の
発
行
済
株
式
又
は
出
資
の
総
数
又
は
総
額
の
三
分
の
二
以
上
が
大
規
模
法
人
の
所
有
に
属
し
て
い
る
法
人

二

資
本
又
は
出
資
を
有
し
な
い
法
人
の
う
ち
常
時
使
用
す
る
従
業
員
の
数
が
千
人
以
下
の
法
人

～

略

12

27
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